
令和8年01月27日（火） 静　岡　県　公　報 選管号外　第5号

■ 選管告示

衆議院議員総選挙につき本委員会が定めた事項

衆議院議員総選挙につき本委員会が定めた事項について告示する。

（選挙管理委員会）

最高裁判所裁判官国民審査につき本委員会が定めた事項

最高裁判所裁判官国民審査につき本委員会が定めた事項について告示する。

（選挙管理委員会）

衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者1人の選挙運動に関す
る支出金額の制限額

衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者1人の選挙運動に関する支出金額の
制限額について告示する。

（選挙管理委員会）

発行　静岡県



静岡県選挙管理委員会告示第5号

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙につき本委員会が定めた事項は、次のとおりである。

令和8年1月27日

静岡県選挙管理委員会委員長 山本 正幸

１ 小選挙区選出議員選挙の各選挙区における選挙長及び選挙長職務代理者並びに選挙長の執務する場所

２ 比例代表選出議員選挙の選挙分会長及び選挙分会長職務代理者並びに選挙分会長の執務する場所

３ 小選挙区選出議員選挙における各候補者届出政党の政見放送の日時を定めるくじを行う日時及び場所

（１）日時

令和8年1月27日 午後6時15分

（２）場所

静岡県庁別館2階会議室

４ 比例代表選出議員選挙における衆議院名簿届出政党等の名称等掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時

及び場所

（１）日時

令和8年1月27日 午後7時15分

（２）場所

静岡県庁別館2階会議室

５ 小選挙区選出議員選挙における選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所

（１）日時

令和8年1月28日 午前10時

（２）場所

静岡県庁別館2階会議室

６ 比例代表選出議員選挙における選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所

（１）日時

令和8年1月28日 午前11時

（２）場所

静岡県庁別館2階会議室

７ 小選挙区選出議員選挙の選挙会の日時及び場所

区分

選挙区

選挙長 選挙長職務代理者 選挙長の

執務する場所住所 氏名 住所 氏名

第1区 静岡市葵区 山本 正幸 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第2区 静岡市葵区 山本 正幸 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第3区 静岡市葵区 加賀美 晃子 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第4区 静岡市葵区 加賀美 晃子 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第5区 沼津市 山本 倫弘 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第6区 沼津市 山本 倫弘 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第7区 三島市 石井 幸子 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

第8区 三島市 石井 幸子 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

選挙分会長 選挙分会長職務代理者 選挙分会長の

執務する場所住所 氏名 住所 氏名

静岡市葵区 山本 正幸 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁

選挙区 日時 場所

第1区 令和8年2月10日 午後1時30分 静岡県庁別館2階会議室

第2区 令和8年2月10日 午後1時55分 静岡県庁別館2階会議室

第3区 令和8年2月10日 午後1時30分 静岡県庁別館2階会議室

第4区 令和8年2月10日 午後1時55分 静岡県庁別館2階会議室

第5区 令和8年2月10日 午後1時30分 静岡県庁別館2階会議室

第6区 令和8年2月10日 午後1時55分 静岡県庁別館2階会議室

第7区 令和8年2月10日 午後1時30分 静岡県庁別館2階会議室

第8区 令和8年2月10日 午後1時55分 静岡県庁別館2階会議室



８ 比例代表選出議員選挙の選挙分会の日時及び場所

（１）日時

令和8年2月10日 午後2時20分

（２）場所

静岡県庁別館2階会議室

９ 小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場に掲示できる日の始期

令和8年1月27日

10 熱海市第17投票区の投票期日

令和8年2月7日



静岡県選挙管理委員会告示第6号

令和8年2月8日執行の最高裁判所裁判官国民審査につき本委員会が定めた事項は、次のとおりである。

令和8年1月27日

静岡県選挙管理委員会委員長 山本 正幸

１ 審査分会長及び審査分会長職務代理者並びに審査分会長の執務する場所

２ 審査分会の日時及び場所

（１）日時

令和8年2月10日 午後2時20分

（１）場所

静岡県庁別館2階会議室

３ 熱海市第17投票区の投票期日

令和8年2月7日

審査分会長 審査分会長職務代理者 審査分会長の

執務する場所住所 氏名 住所 氏名

静岡市葵区 加賀美 晃子 田方郡函南町 露木 満 静岡県庁



静岡県選挙管理委員会告示第7号

令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者1人の選挙運動に関する支出金額の制限

額は、次のとおりである。

令和8年1月27日

静岡県選挙管理委員会委員長 山本 正幸

選挙区 制限額（円）

第 1 区 24,775,200

第 2 区 24,620,900

第 3 区 24,615,600

第 4 区 23,718,300

第 5 区 25,609,400

第 6 区 25,351,200

第 7 区 23,738,700

第 8 区 24,760,300


